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　　担当：大塚

 ◆税務情報　

平成20年2月8日

 ◆経理合理化

　　　　担当：荒田 担当：杉山

　 　 徳野会計事務所

      mail : info@ft-tax.com

 ◆ホームページﾞをリニューアルしました。

　◆スタッフより  ◆『１歳から１００歳の夢』を読んで

　　　　　　　　　　電子申告に取組み始めました。

　　　　　　　　　　「電子申告開始届」のご返送、ありがとうございました。順次手続を始めております。
　　　　　　　　　　国としては、平成22年度に電子申告の割合を50％まで引き上げるという目標を掲げています
が、現状、遠く及ばずです。電子申告の普及率等を税務署ごとに競争させていまして、税務署から税理士に対
してお願いに回ってきます。確定申告時期には毎年各地で申告相談会が開催されるのですが、その場でも、
税務署職員が納税者の方に電子申告の方法を指導していく予定だそうです。あれもこれも、やれることは全部
やる、という感じになってきました。
先日、東花薗の小松会計事務所の小松隆治先生とご面談する機会がありいろいろとお教えいただきました。
小松会計では、100％電子申告です。また、基本的に紙で書類を置かないようにし、すべてＰＤＦにしてサー
バーに保管しているそうです。書棚のスペースのスリム化、事務所スタッフのファイルが整理される、「あれどこ
やったっけ」がなくなる等メリットが多そうです。トップダウンで決め、なおかつ率先垂範、小松先生自ら処理し
ていくと、徐々にスタッフも始めたそうです。電子化に限らず、すべての仕事の極意なのかも知れません。

２、３月
　　　合併号

繁忙期のため、
３月号はお休み
　　　　　　致します。

昨年の正月に、その必要性を感じてから、ほぼ１年かかってホームページをリ
ニューアルしました。（その割に小幅なリニューアルです）

●月次決算書サービスのコンテンツを充実
●税理士との賢い付き合い方新設
●採用情報新設
●トクちゃん新聞オンライン新設→バックナンバーもPDFでダウンロード可能
●いい税理士悪い税理士の投票コーナー新設→ぜひ投票してみてください！

右の表、上段が2007年1月、下段が2008年1月の「どんなキーワードで検索し
てホームページに来たか」の集計です。リニューアルの前からあった機能です
が、比べてみると面白いですね。基本的なアクセス数が大幅に増えているの
ですが、それぞれ旬のワードがわかります。2007年は「減価償却」2008年は
「源泉徴収票」。ローン控除の不足分を住民税で、という制度を調べておられ
るのでしょうね。

2007年の「大阪締め」18回は、すごいですね。年に一度のパーティで何度か大
阪締めをしたのですが、その関係なんでしょうね。税理士としては複雑です。

第1号文書「不動産の譲渡に関する契約書」、第2号文書
「請負に関する契約書」、第17号文書「売上代金に係る受
取書」などの文書に、消費税額等が区分又は税込金額、
税抜金額が記載され、消費税額等が明確に区別されて
いる場合、その金額を記載金額に含めません。これによ
れば、売上5千万に係る受取書の表示方法により、印紙
税額は、1万円の差額が生じます。ご参考にして下さい。
＝売上代金　5,250万円（税込）のケース＝
①受取金額　5,250万円　　　　　⇒印紙税額　2万円
②　　〃　　　 5,250万円　         ⇒　　〃　　　  1万円
     うち消費税額等250万円と記載

担当：岡村

先日、所長から良い本があるから読んでみては？と紹介された書籍
があり早速読んでみました。
“夢”何か懐かしい言葉です。
１歳から４歳までの幼児は字が書けない、夢についても分からないの
で絵が掲載されています。５歳になると拙い字で夢を書いています。
読んでいると微笑ましくもありとても楽しいものです。６歳になると具
体的な職業を表現しています。この間の成長？はすごいものです。
それぞれの年代を順番に見ていき自分がそれぞれの年代の時には
どんな夢を持っていたかな？とダブらせながら記憶をたどるのも良い
かもしれません。中高年になっても夢、目標を持っておられる方は目
が生き生きとされ笑顔がとても素晴らしいです。
幼少時に持ってた夢は両親が幼少時の作文を残していてくれていた
ら分かるのでしょうが、、、
私の子供達の作文はどうしたのだろう？と心配になりました。
皆さんも子供さんの作文(特に夢とか将来の事とか書いたもの）は大
事に残しておかれて成長された時に子供さんに渡されては如何でしょ
うか？

★発行所：　いろは出版　編集：日本ドリームプロジェクト

いつも笑顔を絶やさない人は、誰からも好かれ幸運にも恵まれる
ことが多いようです。どんな時でも笑顔でいられるということは、心
が前向きで、何にも負けない強さを持っているということです。ま
た、外に向かって心が開かれているので、他人を受け入れること
ができるし、運気を招きます。反対に、ブスっとした顔でいる人に
は、何も頼みたくなくなるし、人からも好かれません。心が傲慢で
自己中心になっているので、人を受け入られない状態になってい
ます。こころが閉じているので、運も入ってこない、仕事も満足のい
くものにはならないはずです。『笑顔は、人の心を癒し、励ましてく
れる魔法のようなもの』なのです！
[参考図書　『あたりまえだけどなかなかできない　仕事のルール』

                                                                           浜口直太　明日香出版社

担当：大塚

教育訓練費が増加した場合の特別税額控除の仕組み改組（平成20年4月1日以後開始事業年度より）

この制度は平成17年度の税制改正で誕生したものですが、これまでは過去２年の教育訓練費の平
均額を超えた場合に一定割合の税額が控除されるものでした。
今回仕組みが変わり、当期の労働費用に占める教育訓練費割合が0.15％を上回る場合に、控除が
受けられることになりそうです。

教育訓練費：使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、または向上させるために支出する費
用のことをいいます。

＜参考＞    
　①「当期の教育訓練費×控除率」    
　②控除率＝(8％＋(教育訓練費／労働費用－0.15％)×40)　※最大12％まで    
　労働費用＝給与＋法定福利費＋教育訓練費 
　～従業員さまに対して教育訓練を積極的に取り組む企業さま、個人事業者さま注目！～

少し前にテレビで見たのですが、中国で日本の会社の「給料計算や、経費精算、支払準備、リース契約の更新、人事
異動の登録など、 経理や総務、人事部門の日常業務」のアウトソーシングを請け負っている会社がありました。作業
手順は、すべて日本語でマニュアル化され、標準化された作業を たんたんとこなしていました。生産性を上げるには、
こういったアウトソーシングの他、手順の見直し、システム化などいろいろあります。
一度、月間作業の流れを洗い出してみるのはいかがでしょうか？ムダが見つかるかもしれません。

みなさん、こんにちは荒田です。

私がちょっとした楽しみにしていることをお話
させていただきます。

それは、お風呂で本を読むことです。
さっさと体を洗って、浴槽でふたを机代わりに
して、本を読んでいます。

少し読んでは、「また明日続きを読もう」と
いう感じで楽しんでいます。私にとって、入浴
は一日の疲れがとれると同時に、一日のメイ
ンイベントにもなっています。

そこで、最近読んだ本で面白かったのは、

「夢をかなえるゾウ（水野敬也著 飛鳥新社）」
です。みなさんのオススメ本をお聞かせくださ
い（難しい本はご勘弁を）。

◆税務スケジュール（2月～3月）

2月
　・12月決算法人の確定申告
　・6月決算法人の予定申告

◇12日(火)　1月分源泉税・特別徴収住民税納付
◇29日(金)　1月分社会保険料納付
　　　　　　　　固定資産税 第4期分納付

3月
　・1月決算法人の確定申告
　・7月決算法人の予定申告

◇10日(月)　2月分源泉税・特別徴収住民税納付
◇17日(月)　所得税確定申告
◇31日(月)　2月分社会保険料納付


